
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

改
正
の
趣
旨

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
の
請
求
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
当
該
給
付
金
等
の
請
求
期
限
を
延
長

す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

第
二

改
正
の
要
点

一

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
の
請
求
期
限
の
延
長

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
の
請
求
期
限
を
延
長
し
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
又
は
訴
え
の
提
起
若
し

く
は
和
解
若
し
く
は
調
停
の
申
立
て
を
同
日
以
前
に
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
訴
え
に
係
る
判
決
が
確
定
し
た
日
若
し
く

は
当
該
和
解
若
し
く
は
調
停
が
成
立
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
と
す
る
こ
と

。
（
第
五
条
関
係
）

二

長
期
借
入
金
の
借
入
れ
可
能
期
間
の
延
長

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
長
期
借
入
金
に
つ
い
て
、
借
入
れ
可
能
期
間
を
五
年
間
延
長
す
る
こ
と
。
（
附
則
第

四
条
第
一
項
関
係
）



三

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
三

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
項
関
係
）

二

検
討
規
定

政
府
は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
の
請

求
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
要
す
る

費
用
の
財
源
の
確
保
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ

と
。
（
附
則
第
二
項
関
係
）


